
















はじめに 

心身障害児の早期発見とケアの早期開始を目的として、妊娠届出時点を起点とする登録制

度を発足させた。対象地域は三重県内の管内人口約10 万の R4 型某保健所管内である。管

内には 1市 4町 2村が含まれている。発足は昭和 54年 6 月 1 日である。第 1次カードは市

町村窓口にあり、妊娠届出者全員が登録される。登録時点および妊娠経過にしたがった保

健上の問題の発見及びそれらへのケアは、市町村における保健婦の第 1次保健活動でなさ

れる。そこでの疑問、未解決問題もしくは精査の必要を生じた場合には保健所レベルでの

予備検討会ヘケースが提出される。予備検討会での検討の結果、指示もしくは留意事項を

付して第 1次保健活動へもどされるケースと専門医などを含めた母子診査会へ提出検討さ

れるケースに分けられる。母子診査会へ提出ケースの内、長期ケアを要するケースは保健

所レベルでの第 2次カードに登録され、保健所保健婦がケースケアを担当することになる

。 

以上のような登録制度を発足させ、運用上の種々の問題点について前年度報告した。その

骨子は以下の項目であった。 

1 予備検討会・診査会へのケース提出が少ない。これには、各市町村別に提出を要するケ

ース判定基準が不統一であること、ケース情報把握が不十分のため検討にたえられないこ

とへの市町村保健婦の防衛姿勢があることなどが指摘された。 

2 登録制度発足後の死亡例の検討から運営上の評価をする必要がある。 

3 登録カードの記載の平均水準は低く、各保健婦間の個人差が大であった。これには保健

婦の登録制度へのモチベーションおよび健康情報の把握・記載能力が大きく関与している

ことが明らかとなった。そのため、保健婦の現任教育を実施した。以上のような前年度の

実績をふまえ、本年度は登録カード記載状況を評価尺度として保健婦のモチベーションお

よび現任教育による能力の変化の評価、登録制度のない他の保健所管内におけるケア水準

との比較、死亡例の検討をおこなった。 


